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O金沢市における市民参画によるまちづくりの

推進に関する条例の規定によるまちづくりに

関する協定の変更について (都市計画課)
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金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例(平成12年条例第11号)第11条第 l項の規定による

まちづくりに関する協定(以下「協定」という。)を変更したので、同条第 5項において準用する同条第4項の規定

により、次のとおり公告します。

平成28年11月 1日

1 協定を締結した相手方

東山ひがし地区の住民等

2 協定を変更した年月日

平成28年10月27日

3 協定番号

10 

4 協定の名称

東山ひがし地区まちづくり協定

5 協定地区の区域

別図(まちづくり協定区域図)のとおり

6 まちづくりに係るまちづくり計画の内容

変更した事項

そ

他の

住みの良

V' 

づまち

推進すをるくり

ため

量な 建築物等の

用途の制限

討R
R 更 前

次に掲げる建築物等を建築(建築物の用途

を変更する場合を含む。)してはならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等

に関する法律(昭和23年法律第122号)

第 2条第 1項第 1号及び3号から第8号

までに定めるものの営業の用に供するも

の

(2) 同法第2条第 7項、第8項及び第10項

に定めるものの営業の用に供するもの

(3) ゴルフ練習場、パッテイング練習場そ

の他これらに類する運動施設並びに自動

車教習所及び畜舎

(4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの及びカラオケボッ

クスでコンテナ形式のもの

金沢市長 山

対R
R 

野

更

之 義

後

次に掲げる建築物等を建築(建築物の用途

を変更する場合を含む。)しではならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等

に関する法律(昭和23年法律第122号)

第 2条第 1項第 1号(キャバレーその他

設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、

客の接待をして客に飲食をさせる営業に

限る。)及び第 2号から第 5号まで(低

照度飲食庖、区画席飲食庖、まあじゃん

屋等及びゲームセンタ一等)に掲げる営

業の用に供するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等

に関する法律第 2条第 7項(無庖舗型性

風俗特殊営業)各号に掲げる営業並びに

同条第8項(映像送信型性風俗特殊営業)
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事
項

建築物等の形態

又は意匠の制限

及び第10項(無庖舗型電話異性紹介営業)

に規定する営業の用に供するもの

(3) ナイトクラブその他これに類するもの

(4) ゴルフ練習場、パッティング練習場そ

の他これらに類する運動施設並びに向動

車教習所及び畜舎

(5) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの及びカラオケボッ

クスでコンテナ形式のもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 工場で床面積の合計が50ぱを超えるも

の

(8) 1001討を超える単独車庫(附属車庫を

除く。)

[建築物等] I (建築物等】

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 工場で床面積の合計が501討を超えるも

の

を庫車属附庫車独単る
v

え超を2m

)

 

叩

く除

η
t
 

東山ひがし伝統的建造物群保存地区保存計| 東山ひがし伝統的建造物群保存地区保存計

画による。 I画による。

[屋外広告物等] I (屋外広告物等】

1 屋外広告物等を設置する場合(変更する I 1 屋外広告物等を設置する場合(変更する

場合を含む。)は、事前に金沢東山・ひが| 場合を含む。)は、事前に金沢東山・ひが

しの町並みと文化を守る会(以下「守る会」

という。)と協議しなければならない。

2 屋外広告物等は、地域の景観に配慮した

素材やデザインを工夫し地域の伝統的景観

に資するもののうち、次に該当するものと

する。ただし、守る会が認めるもの(第 1

号及び第 3号に係るものを除く。)につい

ては、この限りでない。また、茶屋街の風

情を感じさせるあんどん型の広告物を設置

するように努める。

(1) 屋根面及び屋上に設置しないもの

(2) 点滅灯、回転灯及びネオン管を使用し

ないもの

(3) 電光表示装置でないもの

(4) 屋内から外部に向けての広告物でない

もの

(5) 壁面に表示する場合は、広告物の上端

は 2m以下とし、合計表示面積は0.5ぱ

以下とする。

(6) 外壁から張り出して設置しないもの

(7) 独立広告物等を設置する場合は、高さ

は地盤面から 1m以下とし、一面当たり

の表示面積はO.5凶以内で、かつ、合計

表示面積は 1凶以下とする。

(8) 広告物全体の合計表示面積は 2m以下

とする。

(9) のれんを設置する場合は、縦120cm以

しの町並みと文化を守る会(以下「守る会」

という。)と協議しなければならない。

2 屋外広告物等は、地域の景観に配慮した

素材やデザインを工夫し地域の伝統的景観

に資するもののうち、次に該当するものと

する。ただし、守る会が認めるもの(第 l

号及び第 3号に係るものを除く。)につい

ては、この限りでない。また、茶屋街の風

情を感じさせるあんどん型の広告物を設置

するように努める。

(1) 屋根面及び屋上に設置しないもの

(2) 点滅灯、回転灯及びネオン管を使用し

ないもの

(3) 電光表示装置でないもの

(4) 屋内から外部に向けての広告物でない

もの

(5) 壁面に表示する場合は、広告物の上端

は 2m以下とし、合計表示面積はO.5 m 
以下とする。

(6) 外壁から張り出して設置しないもの

(7) 独立広告物等を設置する場合は、高さ

は地盤面から 1m以下とし、一面当たり

の表示面積はO.5凶以内で、かつ、合計

表示面積は 1ぱ以下とする。

(8) 広告物全体の合計表示面積は 2m以下

とする。

(9) のれんを設置する場合は、縦120cm以

2 
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下、横は建築物の出入口の幅以下とし、 下、横は建築物の出入口の幅以下とし、

ロゴ、文字等の表示部分の大きさは、縦 ロゴ、文字等の表示部分は 1か所とし、

30cm以下、横42cm以下又は縦42cm以下、 その大きさは、縦30cm以下、横42cm以下

横30cm以下とする。 又は縦42cm以下、横30cm以下とする。

(10) あんどん型の広告物を設置する場合は、 側 あんどん型の広告物を設置する場合は、

幅20cm以下、高さ43cm以下、奥行き15cm 幅20cm以下、高さ43cm以下、奥行き15cm

以下とする。 以下とする。

(11) のぼり、旗状の広告物及び装飾物でな 仙 のぼり、旗状の広告物及び装飾物でな

いもの いもの

(12) 自家広告であるもの 同 自家広告であるもの

(1) 屋外に自動販売機及び商品陳列ワゴン (1) 屋外に自動販売機及び商品陳列ワゴン

等は、設置しない。 等は、設置しない。

(2) 新たに(従前の用途を変更する場合を (2) 新たに(従前の用途を変更する場合を

含む。)土地又は建築物等を利用し、又 含む。)土地又は建築物等を利用し、又

土地利用等の は活用しようとする者は、事前に守る会 は活用しようとする者は、事前に守る会

信リ 限 と協議しなければならない。 と協議しなければならない。

(3) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第

2条第2号に規定する路外駐車場のうち、

料金を徴収するもの(コインパーキング

等)を設置しない。

(1) 物品販売庖舗(日用品の販売を目的と (1) 土地又は建築物等を所有し、利用し、

する店舗等を除く。)では、 主に伝統的 又は活用する者は、茶屋町としての文化、

工芸品等専ら金沢にゆかりのある物品を 品格及び風情を損なわないよう努めなけ

販売するものとする。 ればならない。

(2)住民等(土地又は建築物等を利用し、 (2) 物品販売庖舗(日用品の販売を目的と

文は活用する者を含む。)は、地域にお する庖舗等を除く 。)では、主に伝統的

いて実施される地域活動、地区保存活動 工芸品等専ら金沢にゆかりのある物品を

等に積極的に参加及び協力し、良好な近 販売するものとする。

隣関係の醸成に努めなければならない。 (3) 住民等(土地又は建築物等を利用し、

(3) 指定喫煙場所を除き路上で喫煙しては 又は活用する者を含む。)は、地域にお

ならない。 いて実施される地域活動、地区保存活動

凶悪臭、騒音等による生活環境の悪化防 等に積極的に参加及び協力し、良好な近

止に努めなければならない。また、苦情 隣関係の醸成に努めなければならない。

があったときは、誠意をもって対応しな (4) 指定喫煙場所を除き路上で喫煙しては

ければならない。 ならない。

(5) 呼び込み活動やキャッチセールスを禁 (5) 歩きながらの飲食やごみのぼい捨てを

止する。 しではならない。
そ の 他

(6) 建築物の格子を覆い隠す行為(屋外広 (6) 悪臭、騒音等による生活環境の悪化防

告物等の設置を除く。)をしてはならな 止に努めなければならない。また、苦情

し'0 があったときは、誠意をもって対応しな

ければならない。

(7) 呼び込み活動やキャッチセールスを禁

止する。

(8) 建築物の格子を覆い隠す行為(屋外広

告物等の設置を除く。)をしてはならな

、、。

(9) 2階以上にある雨戸を開ける場合は、

3 
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建物の内部が見えないよう窓際の使い方

に十分配慮するものとする。

(1ω 建築物を旅館業法(昭和23年法律第138

号)第2条第4項(簡易宿所営業)に規

定する営業の用に供する場合は、管理者

が常駐し、地域安全及び環境の保全に努

めなければならない。

東山ひがし地区まちづくり協定区域図

平成28年(2016年)11月 1日印刷 発行人

平成28年(2016年)11月 1日発行 発行所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾 4丁目166番地
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